
22町総職第 559号
2022年 10月 28日

町田市情報公開・個人情報保護
運営審議会会長 川 野 秀 之 様

町 由 市 長
石  阪  丈

個人情報保護条例の規定に基づく諮問について

個人情報保護条例の規定に基づき、下記のことを諮問いたしますのでご審議のほどよろ
しくゃ願いい■レます9

「人事」業務における個人情報業務登録票の変更及び外部提供について

※変更の理由

捜査機関からの照会に姑応するため。

「       」は追カロ

添付書類
・個人情報業務登録票
▲個人情報外部提供登録票

記

B2564
スタンプ



(第 1号様式 1)

個人情報業務登録票 部 課 名  総務部職員課

管理責任者  総務部職員課長
業務の名称

人 事

1989,10,1、  2000.12.11、  2001,11.12、

2002,9,9、  2003.2,17、  2004.3.8、 2005.6.13、

2014.9,8 2015.2.9、  2016.5,9、  2016.6.19
2017.7.10 2020.6.8変 更

登録年月 日

収 集 の 時 期  回 定期  ■ 随時 収集の方法  ■ 本人等  ■ 本人等以外  ■ 目的外利用

記録廃棄の時期  永年 ◆ 他の業務からの収集 (目 的外利用)

業務廃上の時期 部  課  名 業 務 の 名 称

各課共通 戯員人事

総務部職員課 安全衛生、公益通報 (内 部通報 )

学校教育部施設課 学校用務職員人事

学校教育部保健給食課 学校給食

市民病院事務部総務課 市民病院職員人事

業務の目的

人事の適正な管理

醍挙管理委員会事務局 選 挙

◆ 他機関等からの収集 (本人等以外収集)

機 関 名 等 業務の名称又は収集内容

対象となる個人の範囲

③全町田市職員 (退職者及び会計年度任用

職員等並びに再任用職員、嘱託員等を含
む。)及びその親族

②採用試験受験者、その親族及び身元保証人

Э職員研修にかかる講師

④懲戒処分等の対象者並びに当該懲戒処分
事由等に係る行為の被害者及び利害関係

第二者

Эインターンシップに関わる学生

③特定任期付職員選考委員
東京都市町村職員研修所 研修実施結果報告書

東京都公平委員会

勤務条件に関す る措置要求及び不利益

鯉分についての不服 申立に関する審査

の判定

インター ンシ ップ実習生を

派遣する大学、短期大学、大

学院、高等専門学校、高等学

険

町田市インターンシツプ申込書、町田市

インタ‐ンシップ 実習生エン トリーシ

ート

本人等への明示の方法
・ 口頭
・文書

通信教育機関 学習進度状況報告書

記録の保管方法

③文書・電子媒体

②書庫、キ■ビネットに保管

保管上の留意点

書庫、キャビネットには施錠

備 考

本人等以外か らの収集の際の通知は管略

とします。

本人等以外収集の根拠

■法令  □緊急  □公知  ■その他

東京都市町村研修所研修規則第 10条
人事の集中管理を行 うため

学校を通 じてインターンシップを申し込むため。



(第 1号様式 2)

業務の名称 人事 部 課 名  総務部職員課

個

人

情

報

記

　

　

　

録

項

目

の

(1)基本的項 目 (2)思 想 。信条等に関する項目

① 氏名
2個人番号

③ 住所
④ 性別

⑤ 生年月日

⑥ 電話番号
7本籍
③ 国籍
③ 世帯主との続柄
⑩ 親族関係

③ 家庭環境等
② 欠格条項の該当有無

③ 死亡

⑭ 埋火葬
9電子メールアドレス

④相談内容

☆収集の目的

③⑩①⑫は対象となる

個人の範囲①②④につ

いて地方公務員法他の

法令に適合 した公平、
正確な人事事務を執行

するため収集。

1

2

3

④

⑤
③
7

8

9

10

11

12

13

14

15

主義・主張

支持政党

宗教

趣味・嗜好

動機

感想・意見

☆収集の目的

(3)社会的地位等に関する項目 (4)成 績・資格等に関する項目

①
②
③
④

⑤
③

⑦
③
9
10

11

12

13

14

15

職業・職歴

地位

学歴

各種団体力日入

賞罰

通勤状況

加入健康保険

加入年金

学籍

☆収集の目的

④は、職員団体の役員

に対 し、職務専念義務
の免除または在籍専従
の許可を行 う場合のみ

l又集。

1学業成績

② 勤務成績

③

④
⑤

⑥
7

8

9

10

11

12

13

14

15

各種試験成績

各種資格

受講講座名

判定・評価

☆収集の目的

⑤は職員の通信教育講
座受講時に収集。

③は職員採用試験にお

ける適正検査実施時に

収集。

(5)財産 。収入に関す る項 目 (6)心身等に関する項目

① 収入状況
2財産状況

③ 納税額等
4取引状況
5公的扶助の受給
6各種貸付金
7住居の間取り。図面

③ 金融機関名

③ 口座番号

③ 力日入保険

Э 雇用保険の受給
12

13

14

15

☆収集の目的 ⑦ 健康状況

② 病歴 (病状)

③ 障がいの状況

④ 容姿
9公務災害・通勤災害の発生状況

③ 公務災害・通勤災害の認定

Э 行動・性格
③ 職員に対する苦情等の発生状況

② 病名

③ 医療機関名
⑭ 妊娠
12

13

14

15

☆収集の目的



個 人 J晴 報

目的外利用・外部提供登録票

部 課 名  総務部職員課

管理責任者  総務部職員課長

登録年月日

業務の名称

人事

区 分   □ 目的外利用   ■ 外部提供

利用・提供の期間

通年

名 称

捜査機関

利用・提供の方法
1閲 覧

② 文書による通知、複写
3コ ンピュニタ処理等
4そ の仙

業務の名称

犯罪捜査

利

用

・
提

供

先
管理責任者

捜査機関の長

利用 。提供の条件

提供目的以外に利用 しない。

利用・提供の目的又は理由

捜査協力のため、以下の条件の下で外部提供を行うことがある。
③実体要件=原則として外部提供は行わないが、請求内容が正当なものであり請求項目が合理的なものと認めら
れるときに限り、項目内容を最小限度提供することがある。

②形式 。手続要件=文書による照会に対し、相手方を確認した上で、文書回答を行 うものとする。
提供の可否については、課・係内で慎重に協議し、提供を可とする場合には、課長決裁を経た上で提供すると新
規の事例で課内で提供の可否について疑義がある場合には、市政情報課を経由し、審議会の議に付するものと
する。

利用・提供の法令等の根拠

刑事訴訟法第 197条第 2項

利用・提供に係る個人情報の項目 12地 位 24障 がいの状況

1 氏名 13学 歴 25容 姿 (写真 )

2 住所 14加 入健康保「父 26

３

４

５

６

７

８

９

性男Ij 15通 勤状況 27

生年月 日 16学 籍 28

電話番号 17加 入年金 29

世帯主との続柄 18勤 務成績 80

親族関係 19各 種資格 31

家庭環境等 20収 入状況 32

相談内容 21金 融機関名 33

10趣 味・嗜好 22口 座番号 34

11職業 ,職歴 23雇 用保険 35

備 考

外部提供の際、本人等への通知 。同意は省略とします。



２２町総市第３９６号 

２０２２年１１月７日 

 

町田市情報公開・個人情報保護 

運営審議会会長 川 野 秀 之 様 

 

町 田 市 長           

石  阪  丈  一    

 

 

 

 

町田市防犯カメラの設置及び管理に関する要綱の規定に基づく報告について 

 

 

 

 町田市防犯カメラの設置及び管理に関する要綱第９第１項の規定に基づき、下記のこと

を報告いたします。 

 

 

 

記 

 

 町田市における防犯カメラの設置及び管理状況について 

 

 

 

 

添付書類 

・防犯カメラの設置及び管理状況一覧 

・ 町田市防犯カメラの設置及び管理に関する要綱 

B2564
スタンプ



2022年 11月 14日

総務 都 市政 情報 課

2022年第 4回定例会に上程する条例案について

1町 田市個人情報保護法施行条例

条例の構成要素は次のとお りです。

(1)開 示請求等に係る手数料 (第 3条 )

(2)1開 示決定等の期限 (第 4条 )、 期限の特例 (第 5条 )

(3)訂 正決定等の期限 (第 6条 )、 期限の特例 (第 7条 )

(4)利 用停止決定等の期限 (第 8条 )、 期限の特例 (第 9条 )

(5)町 田市情報公開 `個人情報保護運営審議会への諮問 (第 10条 )

(6)町 田市個人情報保護条例の廃止 (附則 2(1))

(7)町 田市住民基本台帳ネ ッ トワークシステムに係 る個人情報の保護に関する

条例の廃止 (附則 2(2))

2町 田市情報公開条例の一部を改正する条例

公文書の公開請求に係る規定を、個人情報保護法における個人情報の開示の規定に合

うよう改めます。主な改正内容は次のとお りです。

(1) 非公開情報 (第 5条関係 )

(2)公 益上の理由による裁量的公開 (改正後の第 6条関係 )

(3)公 開決定等の期限の特例 (改正後の第 10条 関係 )

(4) 第二者に対する意見書提出の機会の付与 (改正後の第 11条関係 )

(5) 手数料 (改正後の第 13条及び別表関係 )

(参考)第 5条非公開情報の考え方

改正後 改正前

第5号 人の生命。身体・財産等の

保護に支障が生じる情報

第6号 法令秘情報

第4号 行政執行情報

第4号 事務事業に関する情報

第3号 意思決定未了情報

第3号 審議検討等に関する情報

第1号 個人情報
第1号 個人に関する情報

第2号 法人情報

第2号 法人等に関する情報

B2564
スタンプ



3町田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部を改正する条例

個人情報保護法が規定する審議会の役割を踏まえ、所掌事務と委員構成を改めますと

(1) 所掌事務 (個人情報保護法施行条例第 10条で規定)

第 10条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の

適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要で

あると認めるときは、町田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例 (平成元年 3

月町田市条例第

`号
)第 1条の町田市情報公開 。個人情報保護運営審議会に諮問

することができる。

(1)こ の条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2)法第 66条第 1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3)市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとす

る場合

(4)前 3号に掲げるもののほか、市の個人情報保護制度の運用に関する重要事項

を定めようとする場合'

(2) 委員構成

改正後 改正前

学識経験者 5人

市民委員 4人 (公募)

学識経験者 5・人

市民委員 10人 (公募 2人、団体選出 8

人 )

4町田市個人情報保護条例の廃上に伴う関係条例の整理に関する条例
「町田市個人情報保護条例」の廃上に伴い、個人情報の保護について同条例を引用し

て規定している部分を削除します。

5町田市審議会等の会議の公開に関する条例の一部を改正する条例

審議会等の会議について、会議の非公開要件を情報公開条例の規定に合わせます。

6町田市情報公開・個人情報保護審査会条例           `
7町田市行政不服審査会条ケll(全部改正)

市の行政処分に対する不服申立ての審査をより迅速に進めるため、新たに「町田市情

報公開・個人情報保護審査会」を設置します。



町田市個人情報保護法施行条例

(趣 旨)

第 1条  この条例は、個人情報の保護に関する法律 (平成 15年法律第 57号。以下

「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義 )

第 2条  この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行

令 (平成 15年政令第 507号 )において使用する用語の例による。

(開 示請求等に係る手数料 )

第 3条 法第 89条第 2雰 に堺定する手数料は、無料とする。

2 開示請求に係る保有個人情報の開示をこれが記録されている地方公共団体等行政

文書の写し等の交付の方法により行 うときは、別表に定めるところにより算出した

額の手数料を徴収する。

3 前項に規定する手数料については、町田市手数料条例 (平成 12年 1月 町田市条

例第 1号 )1第 5条の規定は、適用 しない。

(開示決定等の期限)

第 4条  開示決定等は、開示請求があった日から14日 以内にしなければならない。

ただし、法第 77条第 3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に

要 した 日数は、当該期間に算入 しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関 (議会を除く。以下同じ。)は、事務処理上

の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日 以内に限り延

長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に紺 し、遅滞な

く、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知 しなければならない。

(開 示決定等の期限の特例 )

第 5条  開示請求に係る′保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった

日から44日 以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の執行に

著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関



は、開示請求に係る保有個人情報の うちの相当の部分につき当該期間内に開示決

定等をし、残 りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足

りる。この場合において、市の機関は、同条第 1項 に規定する期間内に、開示請求

者に姑し、次に掲げる事項を書面により通知 しなければならない。

(1)こ の条の規定を適用する旨及びその理由

(2)残 りの保有個人情報にらぃて開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第 6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から21日 以内にしなければならない。

ただし、法第 91条第 3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に

要 した日数は、当該期間に算入 しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間を 30日 以内に限り延長することができる。この場

合において、市の機関は、訂正請求者に対 し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の

理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)|

第 7条 市の機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定

にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足 りる。この場合において、市

の機関は、同条第 1項に規定する期間内に(訂正請求者に対 し、次に掲げる事項を

書面により通知 しなければならない。

(1)こ の条の規定を適用する旨及びその理由

(2)訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第 8条 利用停止決定等は、利用停止請求があつた日から21日 以内にしなければな

らない。ただし、法第 99条第 3項の規定により補正を求めた場合にあらては、当

該補正に要 した 日数は、当該期間に算入 しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関はヽ事務処理上の困難その他正当な理由があ



るときは、同項に規定する期間を30日 以内に限り延長することができる。この場

合において、市の機関は、利用停止請求者に対 し、遅滞なく、延長後の期間及び延

長の理由を書面により通知 しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例 )

第 9条 市の機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の

規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足 りる。この場合にお

いて、市の機関は、同条第 1項に規定する期間内に、利用停止請求者に射 し、次に

掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1)こ の条の規定を適用する旨及びその理由

(2)利用停止決定等をする期限

(町 田市情報公開 。個人情報保護運営審議会べの諮問)

第 10条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適

正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づ く意見を聴 くことが特に必要であ

ると認めるときは、町田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例 (平成元年 3月

町田市条例第 6号)第 1条の町田市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問する

ことができる。

(1)こ の条例の規定を改正 し、又は廃止しようとする場合

(2)法第 66条第 1項 の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3)市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場

合

(4)前 3号に掲げるもののほか、市の個人情報保護制度の運用に関する重要事項を

定めようとする場合

附 則  ‐

(施行期 日)        ｀

1 この条例は、令和 5年 4月 1日 から施行する。

(町 田市個人情報保護条例及び町田市住民基本台帳ネ ットワークシステムに係る



個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1)町 田市個人情報保護条例 (平成元年 3月 町田市条例第 5号:以下 「旧条例」と

ヤヽう。 )

(2)町田市住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する条例

(平成 15年 3月 町田市条例第 10号 )

(旧 条例及び町田市住民基本台帳ネ ットワークシステムに係る個人情報の保護に

関する条例の廃上に伴 う経過措置 )

3 この条例の施行の際現に旧条例第 2条第 1号に規定する実施機関 (以 下 「旧実施

機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日 (以 下「施行 日」というも)

前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第 3条第 2項の規定による

職務上知 り得た 1白 条イアll第 2条第 12号に規定する個人情報 (以 下 「旧個人情報」とい

う。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用 してはならない義務にうい

ては、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧条例第 12条の 3第 2項に規定する受託業務に従事し

ている者若 しくは指定管理者の管理する公の施設の管理業務に従事 している者又

は施行 日前において受託業務に従事 していた者若 しくは指定管理者の管理する公

の施設の管理業務に従事 していた者に係る同項の規定によるその業務に関して知

り得た旧個人情報をみだりに他人に知 らせ、又は不当な目的に使用 してはならない

義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 施行 日前に旧条例第 20条 (同 条第 2項及び第 3項の規定を旧条例第 22条第 2

項、第 23条第 2項及び第 24条第 2項において準用する場合を含む。)、 第 22

条第 1項、第 23条第 1項又は第 24条第 1｀ 項の規定による請求がされた場合にお

ける旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、消去等及び利用等の中止にうい

ては、なお従前の例による。

6 施行 日前にされた保有個人情報の開示、訂正、消去等又は利用等の中止の請求に



封する旧実施機関の処分又はその不作為に関する審査請求については、なお従前の

例による。

7 前項の規定にかかわらず、同項の審査請求に封する裁決をすべき旧実施機関が施

行 日以後に旧条例第 30条第 2項の規定による諮問をしようとするときは、同項の

町田市行政不服審査会に代えて町田市情報公開・個人情報保護審査会条例 (令和

年  月町田市条例第  号)第 1条 の町田市情報公開 。個人情報保護審査会に

諮問するものとし、当該町田市情報公開 。個人情報保護審査会の調査審議の手続、

調査審議の手続の併合又は分離及び調査審議の手続の非公開については、町田市行

政不服審査会条例 (令和  年  月町田市条例第  号)に よる改正前の町田市

行政不服審査会条例第 7条から第 13条までの規定の例による。

8 附則第 3項又は第 4項に規定する者が、正当な理由もなく、施行 日前において旧

実施機関が保有 していた旧条例第 2条第 3号に規定する保有個人情報 (個人の秘密

に属する事項を含むものに限る。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目

的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することがで

きるように体系的に構成 したもの (そ の全部又は一部を複製 し、又は加工したもの

を含む。)を施行 日以後に提供 したときは、 2年以下の懲役又は 100万円以下の

罰金に処する。

9 附則第 3項又は第 4項に規定する者がヽその業務に関して知 り得た施行 日前にお

いて旧実ナ疱機関が保有 していた旧条例第 2条第 3号に規定する保有個人情報を施

行 日以後に自己若 しくは第二者の不正な利益を図る目的で提供 し、又は盗用したと

きは、 二年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。

10 法人の代表者又は法人若 しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して附則第 8項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対しても当ヽ該各項の罰金刑を科するど

11 附則第 2項の規定により1日 条例及び町田市住民基本台帳ネ ットフエクシステム

に係る個人情報の保護に関する条例の規定がその効力を失 う前にした違反行為に



対する罰則の適用については、その失効後も、なお従前の例による。

別表 (第 3条関係)        r

備 考

1 文書及び図画を複写し、又は電磁的記録を印刷物として出力する場合は、

日本産業規格A列 3番又は日本産業規格A列 4番の大きさの用紙を用いるもの

とする。 l i

2 両面に複写され(又は出力された用紙を交付する場合は、片面を 1枚 として

手数料の額を算定する。

地方公共団体等行政文書の種類 金額

文書及び図画 写し (白 黒 )・ の交付 1枚につき 10円

写 し (カ ラー)め交付 1枚に つき 20円

電磁的記録 複写 した光デ ィスクの交付 1枚につき 100

円

印刷物として出力したもの (白 黒).の交付 1枚

につき 10円

印刷物として出力したもの (カ ラー)の交付 1

枚につき 20円



改正後 改正前

町田市情報公開条例新旧対照表

○町田市情報公開条例       '

平成元年 3月 31日

条例第 4号

総務部市政情報課

改正 平成 14年 3月 29日 条例第 3号

平成 17年 10月 17日 条例第 42号Ⅲ

平成 20年 10月 16日 条例第 36号

平成 28年 3月 31日 条例第 13号

_部分は改正部分

○町田市情報公開条例

平成元年 3月 31日

条例第4号

総務都市政情報課

改正 平成 14年 3月 29日 条例第 3号

平成 17年 10月 17日 条例第42号

平成 20年 10月 16日 条例第む6号

平成 28年 3月 31日 条例第 13号

目次

第 1章

第 2章

第 a章

総則 (第 1条―第 3条 )

公文書の公開 (第 4条下第 7条 )

公開請求等 (第 8条下第 13条
)

総則 (第 1条一第3条 )

公文書の公開 (第 4条下第 5条の2)

公文書の公開の請求等 (第 6条―第

9条 )

審査請求 (第 10条 )

雑則 (第 11条―第 16条 )

目次

第 1章

第 2章

第 3章

第 4章

第 5章

附則

第 4章

第 5章

附則

審査請求 (第 14条 。第 15条 )

雑則 (第 16条―第 22条 )

第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この条例は、町田市 (以下 「市」とい

う。)の保有する情報を公開し、市が市政に

関し市民に説明する責任を全 うするとともに

市政に関する知る権利を広く保障することに

より、市政に対する市民の信頼を高め、あわ

せて市民による市政への参加 と監視を促進

し、もつて公正で透明な開かれた市政を実現

することを目的とする。

(定義)

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙

管理委員会、監査委員、農業委員会、固定

資産評価審査委員会、病院事業管理者及び
｀

議会をいう。

(2)公 文書 実施機関の職員が職務上作

成 し、又は取得 した文書、図画及び電磁的

第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この条例は、市の保有する情報を公開

し、市が市政に関し市民に説明する責任を全

うするとともに市政に関する知る権利を広く

保障することにより、市政に対する市民の信

頼を高め、あわせて市民による市政への参加

と監視を促進 し、もつて公正で透明な開かれ

た市政を実現することを目的とする。

(定義)

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる

・用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙

管理委員会、監査委員、農業委員会、固定

資産評価審査委員会、病院事業管理者及び

議会をいうも

(2)公 文書 実施機関の職員が職務上作

成 し、又は取得 したモぅのでt情報が記録 さ



町田市情報公開条例新旧対照表

記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の

突日常

`

こよって ,■認 ることができない方

式で作られた記録をいう。以下同じ6)で
あって、当該実施機関の職員が組織的に用

いるものとして、当該実施機関が保有 して

いるものをいう。ただし、広報、書籍その

他不特定多数の者に提供 し、又は販売する

ことを目的として作成されるものを除く。

(平 17条例 42・ 平 20条例 36・

‐部改正)

(実施機関の責務)

第 3条 実施機関は、、市政に関する知る権利が

十分尊重されるよう、この条例を解釈し、運

用するものとする。この場合において、個人

の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだ

りに公開されることのないよう最大限の配慮

をしなければならない。

2 実施機関はヽ市民が必要とする情報を積極

的に提供するよう努めなければならない。

第 2章 公文書の公開

(公文書の公開の請求)

第 4条 何人も、実施機関に対し、公文書の公

開を請求することができる。

(公文書の公開義務)

第 5条 実施機関は、前条の規定による公開の

請求 (以下 「公開請求」という。)があつた

ときは、公開請求に係る公文書に次の各号に

掲げる情報 (以下 「非公開情報」というと )

_部分は改正部分

とと文書、図画、写真、フィルム、磁気テ

ープ、磁気デ才スク、光ディスクそのイ和,こ

れらに類するものであって、当該実施機関

の職員が組織的に用いるものとして、当該

実施機関が保有しているものをいう。ただ

し、広報、書籍その他不特定多数の者に提

供し、又は販売することを目的として作成

されるものを除く。

(3)公文書の公開 実施機関がこの条例の

規定に基づき、公文書を閲覧若しくは視聴

に供し、又はその写しを交付することをい

9。

(平 17条例 42・ 平 20条例 36・

一部改正)

(実施機関の責務 )

第 3条 実施機関は、市政に関する知る権利が

十分尊重されるよう、この条例を解釈 し、運

用するものとする。この場合において、個人

の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだ

りに公開されることのないよう最大限の配慮

をしなければならない。

2 実施機関は、市民が必要とする情報を積極

的に提供するよう努めなければならない。

第 2章 公文書の公開

(公文書の公開の請求)

第 4条 何人も、実施機関に対し、公文書の公

開を請求することができる。

(公開をしないことができる公文書)

第 5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該

当十 か 階都 バ 謂 繰 六カ′て るヽ公 寸≧ ,「 つセ い て

は、公文書の公開をしないことができる。

のいずれかが記録 されている場合を除き、公

開請求をした者 (以下「公開請求者」という。)

に対 し、当該公文書を公開しなければならな

ヤ` 。

改正後 改正前

(1)個人に関する情報 (事業を営む個人の (1)個人に関する情報 (事業を営む個人の



町田市情報公開条例新旧対照表

当該事業に関する情報を除く。)であつて、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等 (文書、図画若 しくは電磁的記録

に記載され、若 しくイま記録され、又は音声、

動作その他の方法を用いて表された一切の

事項をいう。第 3項において同じ。)に よ

り特定の個人を識月l ることができるもの

(他 の情報 と照合す ことにより、特定の

個人を識別することができることとなるも

とはできないが、公にすることにより、な

お個人の権利利益を害するおそれがあるも

の。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として公に

され、又は公にすることが予定されてい

る情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護

するため、1公にするこ

認められる情報

夕 当該個人が公務員等 (国家公務員法 (昭

和 22年法律第 120号 )第 2条第 1項

に規定する国家公務員 (独立行政法人通

目II浅 (平成 11 第 lo3号 )第 2

条第 4項に規定する行政執行法人の役員

及び職員を除く。)、 独立行政法人等 (独

立行政法人等の保有する情報の公開に関

する法律 (平成 13 年法律第 140号 )

第 2条第 1項に規定する独立行政法人等

をいうぉ以下同じぉ)の役員及び職員、

地方公務 昌法 (昭和 25 年法律第 261
並び に

地方独立行政法人 (地方独立行政法人法

(平成 15年法律第 118号 )第 2条第

1項 に規定す る地方独立行政法人をい

う。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)

である場合 において、当該情報がその職

務の遂行に係る情報であるときは、当該

情報のうち、当該公務員等の職及び当該

_部分は改正部分

当該事業に関する情報を除く。)であって、

特定の個人が識別され、文は識別され得る

もの。ただし、次に掲げる情報を除く。

のの

ア の により

l士何 人で や、開 瞥 す る ことができるとされ

ウ 当該個人の公的地位又は立場に関連す

る情報であって、公開することが公益上

必要と認められるもの

イこ

ている情報

イ 当該個人が公開することに同意してい

とが必要であると ると明らかに認められる情報

改正後 改正前



町田市情報公開条例新旧対照表

職務遂行の内容に係る部分

(2)法人そσ)他の団体 (国、独立行政法人

等、地方公共団体及び地方独立行政法人を

除く。以下 「法人等」という。)に関する

情報又は事業を営む個人の当該事業に関す

る情報であつて、次に掲げるものとただし、

人の生命、健康、生活又は財産を保護する

ため、公にすることが必要であると認めら

れる情報を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は

当該個 人の権利 、 上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、公にしない

との条件で任意に提供されたものであっ

て、法人等又は個人における通例として

公にしないこととされているものその他

の基該条件を付することが当該情報の性

質卓当壁2捜墨等に照らして合理的であ

ると認められるもの

(3)市の機関並びに国、独立行政法人等、

他の地方公共団体及び地方独立行政法人の

内部又は相互間における審議、検討又は協

議に関する情報であって、公にすることに

_部分は改正部分

エ 法令の規定に基うく許可、免許、届出

その他これ らに類する行為に際して実施

イ乍L古注 V 取得 した情報で あっ

て、公開することが公益上必要と認めら

れるもの

(2)法人その他の団体 (国及び地方公共団

体を除く。以下 「法人等」という。)に関

する情報又は事業を営む個人の当該事業に

関する情報であつて、公開することにより(

当該法人等又は当該個人の競争上又は事業

運営上の地位その他社会的な地位が著 しく

損なわれると認められるもの。ただし、速

に掲げる情報を除くも

ア 事業活動によつて生じる危害から人の

生命、身体又は健康を保護するため、公

開することが必要と認められる情報

イ 違法又は不当な事業活動によつて生 じ

る支障から人の生活を保護するため、公

開することが必要と認められる情報

ウ 事業活動によらて生じる侵害から消費

生活その他の市民生活を保護するため、

公図することが公益上特に必要と認めら

れる情報

(3)市の機関(π)内部若しくは相互間又は市

の機 と国若 しくイま の地方公共団体 (以

下 「国等Jと いう。)の機関との間におけ

る意思決定が未了の事項に関す る情報であ

灘 闇 が し

よ り、率 直 ナF責 耳,の 本権芳 .し 〈 l女 音 照決 市 って、公 開す ることにより公正かつ適正な

の中立性 が不 当に損 われるおそれ、不当 意思決定に著しい支障が生じると認められ

るもの   ‐に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は

特定の者に不当に利益を与え若しくは不利

益を及ぼすおそれがあるもの

改正後 改正前

(4)市の機関又は国、独立行政法人等(他 (4)市又は国等の事務又は事業の運営に関



改正後 改正前

町 田 条例新十日対照表

の地方公共団体若 しくは地方独立行政法人

が行 う事務又は事業に関する情報であつ

て、公にすることに り、次に掲げるおそ

れその他当該事務又は事業の性質上、当該

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす

おそれがあるもの

ア 国の安全が害されるおそれ、他国若 し

くは国際機関との信頼関係が損なわれる

おそれ又は他国若 しくは国際機関との交

渉上不利益を被るおそれ

イ 犯罪 の予防、鎮圧又は捜査その他の公

共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお

それ

ウ 監査、検査、取締 り、試験又は租税の

賦課若 しくは徴収に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若 しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするおそれ

エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、

市、国(独立行政法人等、他の地方公共

団体又は地方独立行政法人の財産上の利

恭 w li当 車 考 力 1ン て の地位 を不 当に害す

るおそれ

オ 調査研究に係る事務に関し、その公正

かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ

逸

力 人事管理に係る事務に関し、公正かつ

円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

キ 市若 しくは他の地方公共団体が経営す

る企業、独立行政法人等又は地方独立行

政法人に係る事業に関し、その企業経営

上の正当な利益を害するおそれ

_部分は改正部分

する情報であって、公開することにより当

該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又

は公正かつ適正な実施を著しく困難にする

と認められるもの

(5)公開することにより、人の生命、身体、

自由又は財産の保護に著しい支障が生じる

と認められる情報

(6)法令の規定により明らかに公開するこ

とができないとされている情報



改正後 改正前

町田市情報公開条例新旧対照表

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部

に非公開情報が記録されている部分がある場

合において、その部分を容易に分離できると

きは、その部分を除いて当該公文書の公開を

しなければならない。

3 公開請求に係る公文書に第 1項第 1号の情

報 (特定の個人を識別■ ることができるもの

に限 るh)が 記録 され てい る場合において、

当該情報 の うちt氏名 、生年月 日その他の特

定の個人を識別することができることとなる

記述等の部分を除くことにより、公にしても、

個人の権利利益が害されるおそれがないと認

められるときは、当該部分を除いた部分は、

同号の情報に含まれないものとみなして、前

項の規定を適用する。

,(公益上の理由による裁量的公開)

第 6条 実施機関は、公開請求に係る公文書に

非公開情報が記録 されている場合であって

も、公益上特に必要があると認めるときは、

公 開 詰 ☆ 考 ケ対 1夕  当該 公 寸 ≧ 券公 開十 ム r

_部分は改正部分

2 実施機関は、請求に係る公文書に前項各号

のいずれかに該当する情報が記録 されている

部分がある場合において、その部分を容易に、

かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離で

きるときは、その部分を除いて当該公文書の

公開をしなければならない。

(平 17条例 42・ 一部改正 )

(公文書の存否に関する情報)

第 5条の 2 実施機関は、公文書の公開の請求

に対 し、当該請求に係る公文書が存在してい

るか否かを答えるだけで、特定の個人の生命、

身体又は名誉が侵害されると認められる場合

L、 当該公文書の存否を明らかにしないで、

当該請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公文書の公

開の請求を拒否したときは、その経緯を町田

市情報公開・個人情報保護運営審議会に報告

しなければならない。

第 3章 公文書の公開σ)請求等

(公文書の公開の請求手続)   .

第 6条 公文書の公開を請求 しよ うとする者

とができる∩

(平 17条例 42・ 一部改正 )

(公文書の存否に関する情報)

第 7条 実施機関は、公開請求に対 し、当該ノム`

開請求に係る公文書が存在 しているか否かを

答えるだけで、非公開情報を公開することと

なるときは、当該公文書の存否を明らかにし

ないで、当該公開請求を拒否することができ

る。

第 3章 公開請求等

(公開請求の手続 )

第 8条 公開請求をしようとする者は、実施機



町 田 報公開条例新旧対照表

関に対 し、次に掲げる事項を記載 した請求書

を提出しなければならない。

(1)公開請求をしようとする者の氏名又は名

称及び住所又は事務所若 しくは事業所の所

在地並びに法人等にあつてはその代表者の

氏名

(2)公開請求をしようとする公文書を特定す

るために必要な事項

(3)前 2号に掲げるもののほか、実施機関が

定める事項  ´

2 実施機関は、前項の規定により提出された

請求書に形式上の不備があると認めるとき

は、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。

(平 17条例 42・ 一部改正 )

(公開請求に対する決定等 )

第 9条 実施機関は、公開請求があったときは、

当該公開請求があらた日から14日 以内に公

の 全 し の の

部の非公開の決定 (第 7条の規定により公開

請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文

書 狩保 右 テヽとヽ きを含才Fハ 以下同 じハ)

二部分は改正部分

は、当該請求に係る公文書を保有している実

施機関に対 し、次に掲げる事項を記載した請

求書を提出しなければならない。

(1)公開を請求 しようとする者の氏名又は名

称及び住所又は事務所若 しくは事業所の所

在地並びに法人等にあつてはその代表者の

氏名

(2)公開を請求 しようとする公文書を特定す

るために必要な事項

(3)前 2号に掲げるもののほか、実施機関が

定める事項

2 実施機関は、前項の規定により提出された

請求書に形式上の不備があると認められると

きは、公文書の公開を請求した者 (以下 「請

求者 !と い う6) に対 し、相当の期間を定め

て、その補正を求めることができる。

(平 17条例 42・ 一部改正)

(請求に対する決定等)

第 7条 実施機関は、前条第 1項に規定する請

求があったときは、その請求があつた日の翌

日から起算 して 14日 以内にその請求に応ず

るか否かを決定し、速やかに決定の内容を董

求者に通知しなければならない。ただし、同

条第 2項の規定により補正を求めた場合にあ

つては、当該補こに要した日数は、その期間

に算入しない。

2 前項の場合において、実施機関は、公文書

の公開をしないこと (公文書の一部の公開を

しないこと及び第 5条の 2の規定により公文

垂 の 公 開 の 詰 求 狩十E否す る ルカ◆ェすe^Ⅲ >
決 常

てし し ヤ カヽ

(以下 「公開決定等Jと い う。)を し、速や

かに公開決定等の内容を公開請求者に通知し

なければならない。ただし、前条第 2項の規

定により補正を求めた場合にあつては、当該

補正に要した自数は、その期間に算入しない。

2 前項の場合においてf実施機関は、公文書

の 一部 の公 開 決 声 叉 仝 獣 の 三}ヒみヽ 閣 の 沖 士の

をした ときは、その理由 (そ の理由がなくな

る時期をあらかじめ明示できるときはその理

由及び時期)及び審査請求に係る事項を併せ

て通知 しなければならない。

力★ 、 支 ,■詰 求があるた公文書 た保し

有していないときは、その理由 (そ の理 由が

なくなる時期をあらかじめ明示できるときは

その理由及び期日)及び審査請求に係る事項

改正後 改正前



町田市情報公開条例新旧対照表

3 第 1項の規定にかかわらず、実施機関は、

事務処理上の困難その他正当な理由があると

_部分は改正部分

を併せて通知しなければならない。

実施機関は、やむを得ない理由により、第

1項に規定する期間内に同項の決定を行 うこ

3

きは、同項に規定する期間を 30日 以内に限 とができないときは、前条第 1項に規定する

り延長 す る どPが できる^こ の場合において 請求があった日の翌 日から起算して60口 を

実施機関は、公開請求者に対 し、遅滞なく、 限度 としてその決定を延期することができ

る。この場合において、実施機関は〔速やか延長後の期間及び延長の理由を書面により通

知しなければならない。 に延期の理由及び決定できる時期を請求者に

通知 しなければならないと

(公開決定等の期限の特例 )

第 10条 公開請求に係る公文書が著しく大量

であるため、公開請求があった日から44日

以内にその全てについて公開決定等をするこ

とにより事務の遂行に著しい支障が生ずるお

それがある場合には、前条の規定にかかわら

ず、実施機関は、公開請求に係る公文書のう

ちの相当の部分につき当該期間内に公開決定

等 を し、残 りの公 文書については相当の期間

内に公開決定等をすれば足 りる。この場合に

おいて、実施機関は、同条第 1項に規定する

報 闇 内 に 、 公 F,日 詰 犬 考 に封 し、次 に掲 げ る事

項を書面により通知 しなければならない∩

(1)こ の条の規 定を する旨及びその理由

_生2と江盤上金公文書について公開決定等をする

期限

(第 二者に対す る意見書提出の機会の付与

等 )

第 11条 公開請求に係る公文書に市、国、独

立行政法 人等 、他 の 公共団体、地方独立

行政法人及び公開請求者以外の者 (以 下 「第

二者」という。)に関する情報が記録されて

い る ときは、実施機 関は、公開決定等をする

に当たって、当該情報に係る第二者に封 し、

公開請求に係る公文書の表示その他実施機関

が定 める事項 を涌知 して、意見書を提出する

機会を与えることができる。

改正後 改正前

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当す



_部分は改正部分

町田市情報公開条例新旧対照表

るときは、公文書の全部又は一部の公開の決

市

`以

下 「公 F,日 湊 市 | とい うA)に先立ち、

当該第二者に対し、公開請求に係る公文書の

表示その他実施機関が定める事項を書面によ

り通知 して、意見書 出する機会を与えな

ければならないハ:た だし(当該第二者の所在

が判明しない場合は、この限りでない∩

(1)第 者に関す る が記録されている公

文書を公開しようとする場合であって、当

該情報が第 5条第 1項第 1号イ又は同項第

3号ただ し書 に規 る情報に該当すると

認められるとき。

(2)第二者に関する情報が記録されている公

文書を第 6条の規定により公開しようとす

るとき。

3 実施機 関は、前 2 の規定により意見書の

提出の機会を与えられた第二者が当該公文書

の公開に反対の意思を表示 した意見書を提出

した場合において、公開決定をするときは(

公開決定の日と公開を実施する日との間に少

空くとも2週間を置かなければならない。こ

の場合 において、 関は、公開決定後直

ちに、当該意見書 (以 下 「反対意見書 |と い′

うA)を 提出 した第二者に対 し、公開決定を

した 旨及びその理 由 びに公開を実施する日

を書面により通知 しなければならない∩

(平 17条例 42・ 平 28条例 13・

一部改正 )

(公開の方法)

第 8条 実施機関は、前条第 1項の規定により

公文書の公開を決定したときは、速やかに董

⊥童に対し当該公文書の公開をしヽなければな

らない。

彦 前項の公文書の公開は、文書又は図画につ 2 実施挫回は、公文書の公開をすることによ

いては閲覧又は写しの交付により、電磁的記 り、当該公文書を汚 1員 し、又は破損するおそ

(平 17条例 42・ 平 28条例 13・

一部改正) ′

(公開の実施)

第 12条 実施機関は、公開決定をしたときは、

速やかに公開請求者に対し公文書の公F堀 をし

なければならない。

録についてはその種別、情報化の進展状況等

を勘案 して実施機関が定める方法により行

う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開

れがあると認められるとき、その他相当の理

由があるときは、前項の規定にかかわらず、

当該公文書の公開に代えて当該公文書を複写

改正後 改正前



町 田 情報公開条例新旧対照表

にあつては、実施機関は、当該公文書の保存

に支障を生ずるおそれがあると認めるときそ

の他正 当な理 由があるときは、その写 しによ

り、これを行 うことができる。

ュ 実施機関は、第 9条第 1項の規定による通

知の日から30日 以内に公開請求をした文書

の公 開 狩彰 ↓サ々い と共 は、公 開請求者 に対 し

てホロ当の 期 F日日芹 市 め その期 間内に当該 文書

の公 開 を受 けるよ う催告す る。 この場合にお

い て 、公 開請 求者 が 当該期間内に正当な理由

なく公文書の公開を受けないときは、当該支

書の公開は実施されたものとみなす。

(手数料 )

第 13条 前条の規定による公文書の公開を写

2

2 実施機関は、前項の審査請求があったとき

は、次の各号のいずれかに該当する場合を除

き、遅滞な、く、町田市情報公開・個人情報保

護審査会条例 (令和  年  月町田市条例

第  号)第 1条の町田市情報公開・個人情

i報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する

場合

_部分は改正部分

したものを閲覧させ、又はその写しを交付す

ることができる。  ―

(手数料等 )

第 9条 この条例の規定に基づく公文書の公開

付を行う場合における当該写しの作成及び送

付に要する費用は、請求者の負担とする。

第4章 審査請求

(平 28条例 13・ 全改)

第 10条 公文書の公開の請求に対する実施機

関の処分又はその不作為に不服のある者は、

審査請求をすることができる。この場合にお

いて、行政不服審査法 (平成 26年法律第 6

8号)第 9条第 1項本文の規定は、適用 しな

い 。

2 実施機関は、前項の審査請求があったとき

は、次の各号のいずれかに該当する場合を除

き、翌滞なく、町田市行政不服審査会に諮問

しなればならない。

(1)審 査請求が不適法であり、却下する

場合

し等 の本付 の 方 洗 イこより行 うとき|ま  ゝ丹J表 1こ に係る手数料は、無料とする。

定めるところにより算出した額の手数料を徴

収する。

の こつ ヤ` 2 この条例の規定に基づき公文書の写しの交

例 (平成 12年 1月 田下田市条例第 1号)第 5

条の規定は、適用しない。

第 4章 審査請求

(平 28条例 13・ 全改)

(審査請求があつた場合の手続)

第 14条 公開請求に対する実施機関の処分又

はその不作為に不服のある者は、審査請求を

することができる。この場合において、行政

不服審査法 (平成 26年法律第 08号)第 9

条第 1項本文の規定は、適用しないと

改正後 改正前



町田市情報公開条例新旧対照表

(2)裁決で、審査請求の全部を認容し、当該

審査請求イ手係る公文書の全部を公開するこ

ととする場合 (当該公文書の公開について

行政不服審査法第 9条第 3項において読み

替えて適用する同法第 30条第 2項の規定

により公開に反対する旨の意見書が提出さ

れている場合、同法第 9条第 3項において

読み替えて適用する同法第 31条第 2項に

規定する日頭意見陳述においてその旨の意

見が述べられている場合及び当該公文書の

公開について反対意見書が提出されている

場合を除く。)

3 前項の規定による諮問は、審査請求書及び

行政不服審査法第 9条第 3項において読み替

えて適用する同法第 29条第 2項の弁明書の

写しを添えてしなればならない。

4 第 2項の規定による諮問をした実施機関

は、審査請求人、参カロ人 (行政不服審査法第

13条第 4項に規定する参加人をいう。以下

この項において同じ。)、 公開請求者 (公開

請求者が審査請求人又は参加人である場合を

除く。)及び当該審査請求人に係る公文書の

公開についで反対意見書を提出した第二者

(当該第二者が審査請求人又は参力日人である

場合を除く。)に対 し、当該諮問をした旨を

通知しなければならない。

5 第 2項の規定による諮問をした実施機関

は、当該諮間に係る答申を受けたときは、遅

滞なく、裁決をしなければならないとこの場

合において(当該実施機関は、当該答申の内

容と異なる裁決をするときは、裁決書に当該

答申の内容と異なることとなった理由を記載

しなければならなぃ。

(第 二者 カヽ らの を棄却す る場合等 にお

ける手続 )

第 15条 第 11条 筆 3項の規定は、次の 各 号

のいずれかに該当する

_部分は改正部分

(2)裁決で、審査請求の全部を認容 し、当該

審査請求に係る公文書の全部を公開するこ

ととする場合 (当 該公文書の公開について

行政不服審査法第 9条第 3項において読み

替えて適用する同法第 30条第 2項の規定

により反対する旨の意見書が提出されてい

る場合及び同法第 9条第 3項において読み

替えて適用する同法第 31条第、2項に規定

する日頭意見陳述においてその旨の意見が

述べられている場合を除く。 )

3 前項の規定による諮問は、審査請求書及び

行政不服審査法第 9条第 3項において読み替

えて適用する同法第 29条第 2項の弁明書の

写しを添えてしなればならない。

4 第 2項の規定による諮問をした実施機関

は、審査請求人、参加人 (行政不服審査法第

13条第4項に規定する参力日人をいう。以下

この項において同じЬ)及び請求者 (請求者

が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

に対し、当該諮問をした旨を通知しなければ

ならない。

5 第 2項の規定による諮問をした実施機関

は、当該諮問に係る答申を受けたときは、遅

滞なく、裁決をしなければならない。この場

合において、当該実施機関は、当該答申の内

容と異なる裁決をするときは、裁決書に当該

答申の内容と異なることとなった理由を記載

しなければならないと

改正後 改正前

て準用する。

裁決をする場合につい



改正後 改正前

町田市情報公開条例新旧対照表

(1)公開決定に対す 第二者からの審査請求

を去,下 し、又は棄却する裁決

(2)審査請求に係 る公開決定等 (公開請求に

係 る公文書の全部を公開する旨の決定を除

く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書

を公開する旨の裁決 (第二者である参加人が

当該公文書の公開に反対の意思を表示 してい

る場合に限る。)

(平 28条例 13・ 全改)

第 5章 雑則

(検索資料の作成 )

第 16条 実施機関は、公文書の検索に必要な

資料を作成 し、一般の利用に供 しなければな

らない。

(町 田市情報公開・個人情報保護運営審議会

への諮問)

関する重要事項について、町田市情報公開 。

個人情報保護運営審議会条例 (平成元年 3月

町 田市条例第 6号 ) 1条の町田市情報公

閉・個人情報保護運営審議会に諮問すること

ができる∩

(運用状況の報告及び公表)

第 18条 市長は、毎年この条例の運用状況に

ついて、これを公表するものとする。

(他の制度等との調整 )

第 19条  この条例は、他の法令の規定に十より、

公文書の閲覧若 しくは縦覧又は公文書の謄

本、抄本その他の写しの交付の手続が定めら

れている場合における当該公文書の閲覧及び

写しの交付については、適用 しない。

2 この条例は、前項に規定するもののはか、

実施機関が図書館その他これに類する施設に

おいて市民の利用に供することを目的として

保有している図書、図画等の公文書の閲覧及

び写しの交付については、適用しない。

_部分は改正部分

(平 28条例 13・ 全改)

第 5章 雑則

(検索資料の作成)

第 11条 案施機関は、公文書の検索に必要な

資料を作成し、一般の利用に供しなければな

らない。      I

(運用状況の報告及び公表)

第 12条 市長は、毎年この条例の運用状況に

ついて、議会に報告するとともにヽこれを公

表するものとする。

(他 の制度等との調整 )

第 13条 この条例は、他の法令の規定により、

公文書の閲覧若 しくは縦覧又は公文書の謄

本、抄本その他の写しの交付の手続が定めら

れている場合における当該公文書の閲覧及び

写しの交付については、適用 しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、

実施機関が図書館その他これに類する施設に

おいて市民の利用に供することを目的 として

保有 している図書、図画等の公文書の閲覧及

び写 しの交付については、適用 しない。



改正後 改正前

町田市情報公開条例新旧対照表

(平 17条例 42・ 一部改正 )

(指定管理者の情報公開)   |

第 20条 公の施設を管理する指定管理者 (地

方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 24
4条 の 2第 3項に規定する指定管理者をい

う。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっ

とり、当該公の施設の管理に関する情報の公

開を行 )ため必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。

2 実施機関は、公の施設の指定管理者に対 し、

前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導

を行 うものとする。

(平 17条例 42・ 追加)

(出資等団体の情報公開)

第 21条 市が出資又は出捐を行 う団体であっ

て、実施機関が定めるもの (以下 「出資等団

体」という。)は、この条例の趣旨にのっと

り情報公開を行うため必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。

2 実施機関は、出資等団体に対し、前項に規

定する必要な措置を講ずるよう指導を行 うも

のとする。

(平 17条例42・ 旧第 13条の2繰

下)

(委任)             .

第 22条  この条例の施行に関し必要な事項

は、実施機関が定める。

(平 17条例42・ 旧第 14条繰下)

別表 (第 18条関係)

公文書の種類 金額

文書及び図画 写 し (白黒)の交付

1枚 につ き 10
円

写 し (カ ラー)の交

付 1枚 につき 2
0円

_部分は改正部分

(平 17条例 42・ 二部改正)

(指定管理者の情報公開)

第 14条  公の施設を管理する指定管理者
|(地

方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第

244条 の 2第 3項に規定する指定管理者を

い う。以下同じ。)は、この条例の趣旨にの

つとり、当該公の施設の管理に関する情報の

公開を行 うため必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。

2 実施機関は、公の施設の指定管理者に対し、

前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導

を行 うものとする。

(平 17条例 42・ 追加 )

(出 資等団体の情報公開)

第 15条 市が出資又は出捐を行う団体であっ

て、実施機関が定めるもの (以 下「出資等団

体」という。)は、この条例の趣旨にのっと

り情報公開を行 うため必要な措置を講ずるよ

う努めるもσ)と する。
´

2 実施機関は、出資等団体に対し、前項に規

定する必要な措置を講ずるよう指導を行 うも

のとする。

(平 17条例 42・ 旧第 13条の2繰

下)              ‐

(委任 )

第 16条  この条例の施行に関し必要な事項

は、実施機関が定める。

(平 17条例 42・ 十日第 14条繰下)



複写 した光ディス

クの交付 1枚 につ

00

印刷物 として出力

り)の交付 1枚につ

した や、の (単 色刷

き 10円

印刷物 として出力

した もの (多 色刷

り)の交付 1枚につ

き 20円

町田市情報公開条例新旧対照表

備考

1 文書及び図画を複写し、又は電磁的記録を

印刷物 として出力する場合は、日本産業規格A
列 3番又は日本産業規格A列 4番の大きさの用

紙を用いるもσ)と する。

2 両面に複写 され、 は出力 された用紙を交

付する場合は、片面を 1枚 として手数料の額を

算定する。

附 則

この条例は、平成元年 10月 1日 から施行す

る。

附 則 (平成 14年 3月 29日 条例第 3

号)

この条例は、平成 14年 4月 1日 から施行す

る。

附 則 (平成 17年 10月 17日 条例第

42号)        、

この条例は、公布の日から施行する。

附 則 (平成 20年 10月 16日 条例第

36号抄) |

(施行期 日)

1 この条例は、平成 21年 4月 1日 から施行

する。

附 則 (平成 28年 3月 31日 条例第 1

｀3号抄)

_部分は改正部分

附 貝J

この条例は、平成元年 10月 1日 から施行す

る。

附 則 (平成 14年 3月 29日 条例第 3

号)

この条例は、平成 14年 4月 1日 から施行す

る。

附 則 (平成 17年 10月 17日 条例第

42号 )

この条例は、公布の日から施行する。

′ 附 則 (平成 20年 10月 16日 条例第

36号抄)

(施行期 日)

1 この条例は、平成 21年 4月 1日 から施行

する。

附 則 (平成 28年 3月 31日 条例第 1

3号抄)



上部分は改正部分

町田市情報公開条例新旧対照表

改正後 改正前

(施行期 日)

1 この条例は、平成 28年 4月 1日 から施行

する。

(経過措置) ,
3 第 2条の規定による改正後の町田市情報公

開条例の規定は、平成 28年 4月 1日 以後に

された実施機関の決定又は同日以後にされた

公文書の公開の請求に係る不作為に関する審

査請求について適用し、同日前にされた実施

機関の決定又は同日前にされた公文書の公開

の請求に係る不作為に関する審査請求につい

ては、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和 5 年 4月 1日 から施行す

ると

2‐ この条例による改正後の町田市情報公開条
の こ の の の 「

行 日」という。)以後に受理する公文書の公開
の詰 犬 について滴 用 し、施行 日前に受理した

公文書の公開の請求については、なお従前の

例による。

3 施行 日前に受理 した公文書の公開の請求に

対する実施機関の処分又はその不作為に関す
る寒杏請求について li、 なお 符 前 の 例 に よ る ^

こ の 場 合 に お い て 当 該審査請求に対する裁

決をすべき実施機関が施行 日以後にこの条例
による改正前の町田市情報公開条例第 10条
第 2項の規定による諮問をしようとするとき
は、同項の町田市行政不服審査会に代えて町

田市情報公開 。個人情報保護審査会条例 (令

和  年  月町田市条例第  号)第 1条
の町田市情報公開・個人情報保護審査会に諮

問するものとし、当該町田市情報公開 。個人

情報保護審査会の調査審議の手続、調査審議
の手続の併合又は分離及び調査審議の手続の

非公開については、町田市行政不服審査会条

月町田市条例第  号)

による改正前の日丁田市行政不服審査会条例第
7条か ら第 13条までの規定の例による。

(施行期 日)

1 この条例は、平成 28年 4月 1日 から施行

する。

(経過措置)

3 第 2条の規定による改正後の町田市情報公

開条例の規定は、平成 28年 4月 1日 以後に

された実施機関の決定又は同日以後にされた

公文書の公開の請求に係る不作為に関する審

査請求について適用し、同日前にされた実施

機関の決定又は同日前にされた公文書の公開

の請求に係る不作為に関する審査請求につい

ては、なお従前の例による。



町田市情報公開 。個人情報保護運営審議会条例新旧対照表

○町田市情報公開・個人情報保護運営審

議会条例

平成元年 3月 31日

4           条例第 6号

総務部市政情報課

改正 平成 17年 3月 31日 条例第 5号

令和 2年 9月 30日 条例第 30号

(設置)

第 1条 町田市情報公開条例 (平成元年 3月 町

田市条例第 4号)に基づく情報公開制度及び

町田市個人情報保護法施行条例 (令和  年

月町 田市 第  号)に基づく個人情

報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進する

ため、町田市情報公開・個人情報保護運営審

議会 (以下 「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第 2条 審議会は、情報公開制度及び個人情報

保護制度の運用に関する重要事項について実

施機関 (町田市情報公開条例第 2条第 1号に

規定する実施機関をいう。以下同じ。)の諮

問に応 じ調査審議し、答申する。

1

2

2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護 2

件II彦 の 種 田 ιこつ い J隊事 が ふ る ル言Rあ る ル

きは、実施機関に意見を述べることができる。

(令 2条例 30。 一部改正)

(組織)′    .

第 3条 審議会は、「委員 9人以内をもつて組織

_部分は改正部分

O町田市情報公開 。個人情報保護運営審

議会条例

平成元年 3月 31日
・    条例第 6号

総務部市政情報課

改正 平成 17年 3月 31日 条例第 5号

令和 2年 9月 30日 条例第 30号

(設置 )

第 1条 町田市情報公開条例 (平成元年 3月 町

田市条例第 4号)に基づく情報公開制度及び

町田市個人情報保護条例 (平成元年 3月 町田

市条例第 5号。以下 「個人情報保護条例」と

いう。)に基づく個人情報保護制度の適正か

ら円滑な運営を推進するため、町田市情報公

開・個人情報保護運営審議会 (以下「審議会」

という。)を置く。

(所掌事務)

第 2条 審議会は、個人情報保護条例の規定に

よりその権限に属するとされた事項のほか、

次に掲げる事項について実施機関の諮問に応

じ幕需義し、答申する。

Ⅲ情報公 F子日告II慮 形 rバ個 人情報保誇制度の渾

用に関する重要事項

ン ピュ― タタ 管理す る (、 のに限 るぃⅢ コ

了

以下同じ。)の管理、運用に関する基本方

針及び基本計画

審議会は、次に掲げる事項について実施機

関に意見を述べることができる。

(1)情報公開制度、個人情報保護制度及びコ

ン ピュー タの渾 用 に関する重要事項

(2)前号に係 る情報の管理に関する重要事項

(令 2条例 30・ 下部改正 )

(組織 )

第 3条 審議会は、次に掲げる者につき市長が

改正後 改正前



改正後 改正前

町田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例新旧対照表

する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が

委嘱する。     ・

_部分は改正部分

委嘱する委員 15名 以内で組織する。

(1)市民 (市内に住所を有する者に限る。)

彬 イドとこ帯f内 の 土和ナ山す昭 及びその他 の団体 の

代表 10名 以内

(2)学識経験者  5名以内

2 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。

ただ し、補欠の委 員の任期は、前任者の残任

期間とする。

(会長)

第 4条 審議会に会長を置き、委員の互選によ

ヽつてこれを定めると

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときはヽ会長があらかじ

め指名する委員がその職務を代理する。

(会議の公開)   
′

第 5条 審議会の会議は、公開とする。ただし、

個人情報を保護するために必要があると認め

られるときは、審議会の議決により非公開と

することができる。

(令 2条例 30・ 旧第 7条繰上)

(守秘義務)

第 6条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も

また同様とする。

(令 2条例 30・ 旧第 8条繰上)

(委任)

第 7条 この条例に定めるもののほか(審議会

の運営に関し必要な事項は、町田市規則で定

める。

(平 17条例 5・ 旧第 10条繰上、令

(1)学識経験を有する者  5人以内

(2)公募によ 市民 4人以内

(任期 )

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委 員は、甫ィ千されることができる∩

(会長 )

第 5条 審議会に会長を置き、委員の互選によ

つてこれを定める。

2 会長は審議会を代表 し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、,会長があらかじ

め指名する委員がその職務を代理する。

(会議の公開)

第 6条 審議会の会議は、公開とする。ただし、

個人情報を保護するために必要があると認め

られるときは、審議会の議決により非公開と

することができる。

(令 2条例 30。 旧第 7条繰上)

(守秘義務)

第 7条 審議会の委員は、職務上知 り得た秘密

を漏 らしてはならないもその職を退いた後も

また同様 とする。

(令 2条例 30。 旧第 8条繰上)

(委任 )

第 8条 この条例に定めるもののほか、審議会

の運営に関し必要な事項は、町田市規則で定

める。

i(平 17条例 5・ 旧第 10条繰上、令



_部分は改正部分

町田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例新旧対照表

改正後 改正前

2条例 30。 旧第 9条繰上 。一部改正 )

(罰則 )

第 9条 第 7条の規定に違反 した者は、 1年以

下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。

(平 17条例 5・ 追加、令 2条例 80・

旧第 10条繰上 。一部改正)

附 則

この条例は、平成元年 4月 1日 から施行する。

附 則 (平成 17年 3月 31日 条例第 5

号)

この条例は、平成 王7年
｀
7月 1日 から施行す

る。

メ  附 則 ,(令和 2年 9月 30日 条例第 30
号)

この条例は、公布の日から施行する。

2条例 30。 旧第 9条繰上 。一部改正)

(罰則 )

第 8条 第 6条の規定に違反 した者は、 1年以

下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。

(平 17条例 5・ 追加、令 2条例 30・

旧第 10条繰上 。一部改正)

附 則

この条例は、平成元年 4月 1日 から施行する。

附 則 (平成 17年 3月 31日 条例第 5

号)

この条例は、平成 17年 7月 1日 から施行す

る

附 則 (令和 2年 9月 30日 条例第 30
号)  ・

この条例は、公布の日|から施行する。
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